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船舶事故調査報告書 

 

令和２年６月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和元年８月２４日 ０９時００分ごろ 

発生場所 長崎県五
ご

島
とう

市女
め

島南西方沖 

 女島灯台から真方位２２３°６１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°１４.１′ 東経１２７°３１.９′） 

事故の概要  漁業取締船龍
りゅう

星
せい

丸は、接舷させた漁業取締艇龍
りゅう

星
せい

丸Ⅱから乗船者

を移乗させる訓練中、乗組員１人が負傷した。 

事故調査の経過  令和元年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁業取締船 龍星丸、４９７トン 

   １３５４４４、有限会社野田船舶（Ａ社） 

   ５７.５６ｍ×８.４０ｍ×４.１９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,６１８kＷ、平成９年８月２５日 

Ｂ 漁業取締艇 龍星丸Ⅱ、０.６トン 

   ＫＭ３－５３６９３（漁船登録番号）、Ａ社 

   ４.３６ｍ（Lr）×１.７６ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、５８.８５kＷ、平成２３年７月１日 

   第２９１－４２９２８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年３月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年１月２９日 

  免状有効期間満了日 令和６年３月３０日 

  航海士Ａ 男性 ４１歳 

   三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１７年８月８日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和元年６月１１日 

  免状有効期間満了日 令和６年９月１５日 

  機関員Ａ 男性 ４７歳 

   五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成２１年１２月２日 
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  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月６日 

  免状有効期間満了日 令和元年１２月１日 

 死傷者等 重傷 １人（機関員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ及び機関員Ａほか１４人が乗り組み、水

産庁の漁業監督官及び通訳官を乗せ、令和元年８月１８日熊本県天
あま

草
くさ

市牛
うし

深
ぶか

漁港を出港した後、他国との漁業境界線付近の日本側水域で取

締り活動に当たった。 

 船長Ａは、２４日レーダーで‘他国漁船によって漁具に取り付けら

れたと思われるＡＩＳ（船舶自動識別装置）’（以下「本件ＡＩＳ」と

いう。）の信号を探知し、本件ＡＩＳの回収も兼ね、Ａ船の右舷船尾

部に搭載したＢ艇の航走、並びに漁業監督官及び通訳官のＢ艇への乗

降の慣熟を図ることを目的とした訓練（以下「本件訓練」という。）

を実施することとした。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船及びＢ艇 

 

 船長Ａは、Ａ船がＢ艇の降下及び揚収を右舷船尾側で行うようにな

っていたので、ふだん、Ｂ艇の使用に緊急性がない場合は、Ａ船の右

舷側を風下側に向けてからＢ艇の降下及び揚収を行っていた。 

 Ａ船は、船長Ａが右舷側を風下側に向けた後、主機を中立運転と

し、右舷船尾部の舷側にＢ艇への乗降用の梯
はし

子
ご

（以下「本件梯子」と

いう。）及び防舷材を下ろし、クレーンを使用してＢ艇を海上に降下

させ、本件梯子を使用して漁業監督官等がＢ艇に移乗した。 

 Ｂ艇は、航海士Ａほか３人が乗り組み、漁業監督官及び通訳官を乗

せ、本件ＡＩＳを回収した後、Ａ船に向けて航行した。 

 船長Ａは、本件ＡＩＳを回収している間にＡ船の右舷側が風上側と

なったが、これまで取締り活動の中で波高が約２～３ｍの状況でも風

下側でＡ船及びＢ艇間で乗船者の移乗を行っており、風上側であって

も、本事故当時の波高であれば安全に漁業監督官及び通訳官をＢ艇か

らＡ船へ移乗させることができると思い、そのまま風上側で本件訓練

を続けることとした。 

Ｂ艇 
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 Ａ船及びＢ艇は、ふだん、両船間で乗船者が移乗する際、その支援

作業として、Ｂ艇の船首部船底及び船尾端に取り付けた各ロープをＡ

船側の要員が受け取って引き寄せるとともに、Ａ船のハンドレールに

係止した２本のロープをＢ艇側の要員が受け取って引き寄せていた。

（写真２、写真３、図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

    写真２ Ｂ艇（船首側）  写真３ Ｂ艇（船尾側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ艇乗船者をＡ船へ移乗させる際の支援作業（イメージ） 

 

 機関員Ａは、Ａ船側の要員として、Ｂ艇の船首部船底に取り付けた

ロープ（以下「本件ロープ」という。）を引き寄せる作業を担当し、

船外機を停止してＡ船に接近するＢ艇から本件ロープを受け取った

後、本件ロープを、Ａ船のハンドレールに直接１回巻いて引寄せ具合

を調整した上、ハンドレールから離れた位置で保持した。 

 Ｂ艇は、波による動揺で船体が上下動を繰り返す状況下、漁業監督

官が本件梯子を使用してＡ船に移乗したが、通訳官が本件梯子に乗り

移ることができない状態が続いた。 

 機関員Ａは、ハンドレールに近い位置に移動し、Ｂ艇の動揺及び通

訳官の様子を確認しながら、本件ロープを繰り出したり、引き寄せた

りしていたところ、０９時００分ごろ、本件ロープを引き寄せて両手

で保持した状態で、突然、Ｂ艇が波によって大きく下降して本件ロー

プが引っ張られ、左手の環
かん

指
し

が本件ロープとハンドレールとの間に挟
はさ

まれた。 

（写真４、写真５参照） 

 

 

ロープ ロープ 

Ａ船右舷船尾部 

Ｂ艇 

ロープ 

本件梯子 

Ａ船ハンドレール 

防舷材 

機関員Ａの 
本事故当時の 
作業位置 
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    写真４ 機関員Ａがハンドレールから離れた位置で 

 本件ロープを保持した状態(再現) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真５ 機関員Ａがハンドレールに近い位置で 

 本件ロープを保持した状態(再現) 

 

 船長Ａは、船橋の右舷船尾側の出入口ドアを開放して船橋から本件

訓練の状況を確認していたところ、通訳官が本件梯子に乗り移ること

ができない状態が続いたので、Ａ船を回頭して右舷側を風下側にしよ

うと思い、Ｂ艇をＡ船から離すよう乗組員に指示した。 

 機関員Ａは、左手の環指を本件ロープとハンドレールとの間に挟ま

れたことに気付かないまま、Ｂ艇に本件ロープを戻し、Ｂ艇がＡ船か

ら離れた後、左手の環指から出血していることに気付き、昇橋して船

長Ａに左手の環指を負傷した旨を報告した。 

 Ａ船は、船長Ａが、本件訓練を中止することとし、Ａ社に本事故発

生の連絡、及び漁業監督官に本事故発生の報告を行うとともに、船橋

当直の通信長に１１８番通報及び機関員Ａの応急処置を指示した後、

右舷側を風下側としてＢ艇乗船者のＡ船への移乗及びＢ艇の揚収を完

了し、東進を開始した。 

 機関員Ａは、来援した海上保安庁のヘリコプターに吊
つ

り上げられて

収容された後、鹿児島県鹿児島市内の病院に搬送され、左環指手指切

船首側 
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断と診断されて左手の環指の再接合手術を受けた。 

 Ａ船は、機関員Ａの搬送後、再び取締り活動に復帰し、２６日牛深

漁港に帰港した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、水産庁によってＡ社から借り上げられ、同庁九州漁業調整

事務所に所属し、Ａ社の乗組員が乗り組み、同庁の指導に基づき、同

庁の漁業監督官の指示の下、取締り活動への協力業務についていた。 

 水産庁の指導によれば、Ｂ艇の降下等、違反漁船の取締りを想定し

た操練を定期的に実施することとされており、船長Ａは、取締り活動

の中でＢ艇を使用する機会がない場合、適宜、本件訓練を実施してい

た。 

 Ａ社は、船舶安全管理認定書等交付規則（平成１２年運輸省告示第  

２７４号）に基づいて作成した安全管理マニュアルに従ってＡ船にお

ける安全管理を行っており、Ａ船で行う操練については、同マニュア

ルにおいて、船員災害防止協会が発行する操練手引書及び安全管理マ

ニュアルで定めた手順に従って行う旨規定していた。 

 Ａ船に備え置いた操練手引書には、原則として風下側で救命艇等の

搭載艇の揚収を行う旨記載されていた。 

 安全管理マニュアルには、Ｂ艇を使用した操練に関し、乗組員の配

置及び作業手順が定められていたが、Ｂ艇に取り付けたロープの引寄

せを行う際の作業方法についての記載はなかった。 

 Ａ船は、ロープ固定用のクリートがハンドレールに設置されておら

ず、ふだん、Ｂ艇に取り付けたロープをハンドレールに直接巻いて同

ロープの引寄せ作業が行われていた。 

 航海士Ａは、本件訓練の現場指揮者であり、本件訓練に初めて参加

する乗組員に対して、Ｂ艇に取り付けたロープを、ハンドレールに巻

いて引寄せ具合を調整した上、Ｂ艇が下降した際、繰り出された同ロ

ープとハンドレールとの間に手を挟まれないように、ハンドレールか

ら離れた位置で保持するよう指導していた。 

 機関員Ａは、本件訓練にＡ船側の要員として複数回参加した経験が

あり、ふだん、Ｂ艇に取り付けたロープをハンドレールから離れた位

置で保持していたが、本事故当時、通訳官の本件梯子への乗り移りが

容易になるように、Ｂ艇の動揺及び通訳官の様子を確認しながら本件

ロープの引寄せ具合を調整しようと思い、ハンドレールに近い位置に

移動して本件ロープを保持してしまったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、女島南西方沖で右舷船尾に接舷させたＢ艇の乗船者を風上
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側でＡ船に移乗させる訓練中、ハンドレールにロープ固定用のクリー

トが設置されておらず、機関員ＡがＢ艇に取り付けられた本件ロープ

を直接ハンドレールに巻いていたことから、波による動揺でＢ艇が大

きく下降して本件ロープが引っ張られ、本件ロープをハンドレールに

近い位置で保持していた機関員Ａの左手の環指が本件ロープとハンド

レールとの間に挟まれて負傷したものと考えられる。 

 Ａ船は、ロープ固定用のクリートがハンドレールに設置されていな

かったことから、ふだん、Ｂ艇に取り付けたロープをハンドレールに

直接巻いて同ロープの引寄せ作業が行われていたものと考えられる。 

 船長Ａは、本件ＡＩＳを回収している間にＡ船の右舷側が風上側と

なったが、これまで取締り活動の中で本事故当時よりも波高が高い状

況でも風下側でＡ船及びＢ艇間で乗船者の移乗を行っており、風上側

であっても、本事故当時の波高であれば安全にＢ艇の乗船者をＡ船に

移乗させることができると思ったことから、風上側で訓練を続けたも

のと考えられる。 

 機関員Ａは、Ｂ艇が波によって上下動を繰り返し、通訳官が本件梯

子に乗り移ることができない状態が続く状況下、Ｂ艇の動揺及び通訳

官の様子を確認しながら本件ロープの引寄せ具合を調整しようと思っ

たことから、本件ロープをハンドレールに近い位置で保持していたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、女島南西方沖で右舷船尾に接舷したＢ艇の乗船

者を風上側でＡ船に移乗させる訓練中、ハンドレールにロープ固定用

のクリートが設置されておらず、機関員ＡがＢ艇に取り付けられた本

件ロープをハンドレールに直接巻いていたため、波による動揺でＢ艇

が大きく下降して本件ロープが引っ張られ、本件ロープをハンドレー

ルに近い位置で保持していた機関員Ａの左手の環指が本件ロープとハ

ンドレールとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  水産庁九州漁業調整事務所は、本事故後、同事務所に所属する漁業

取締船等に、次の再発防止策を周知した。 

 ・取締艇への乗降は本船の風下側で行うことを徹底する。やむを得

ず風上側で行う場合は、風浪による艇の動揺に十分に注意する。 

 ・作業時には保護具の着用を徹底し、特にロープ等を使用した作業

時には手袋を着用する。 

 Ａ社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じた。 

 ・Ｂ艇に取り付けたロープの引寄せを行う際、同ロープを固定し、

ハンドレールから離れた位置で作業できるように、Ａ船の右舷船

尾部のハンドレールにクリート、三方ローラ及びフックを新設し

た。（写真６参照） 
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写真６ ハンドレールに新設されたクリート、三方ローラ 

    及びフックの使用方法 

 

 ・緊急時以外、風下側にＢ艇を接舷することを取り決めるととも

に、同取決めについて乗組員の再教育を行うこととした。 

・Ｂ艇に取り付けたロープの引寄せを行うＡ船側要員に専用の皮手

袋を着用させることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・搭載艇の降下及び揚収、並びに母船及び搭載艇間の乗船者の移乗

時、搭載艇に取り付けたロープを引き寄せる場合は、ハンドレー

ル又は甲板上に設置したクリートにロープを固定し、クリートか

ら離れた位置で作業を行うこと。 

 ・搭載艇の降下及び揚収、並びに母船及び搭載艇間の乗船者の移乗

は、原則、風下側で行うこと。 

三方ローラ 

クリート 

フック 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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